
 

申
告
準
備
は
お
早
め
に
！　

市
県
民
税
の
申
告

　

申
告
期
間　

２
月
1
日
㈬
～
３
月
15
日
㈬　

※
確
定
申
告
は
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

■
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま

た
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

◎
所
得
の
計
算
に
必
要
な
も
の

・�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者
は
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
な
ど

・�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得

が
あ
る
人
は
売
上
経
費
月
別

明
細
表
及
び
収
入
や
必
要
経

費
が
分
か
る
台
帳
や
帳
簿
、

領
収
書
な
ど

◎
所
得
控
除
に
必
要
な
も
の

・
令
和
４
年
中
に
支
払
っ
た
国

民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
生

命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な

ど
の
証
明
書

・�

令
和
４
年
12
月
31
日
以
前
に

交
付
を
受
け
た
障
害
者
手
帳

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

・
寄
附
金
受
領
証
明
書
な
ど

■
令
和
５
年
度
か
ら
の
変
更
点

　

民
法
の
成
人
年
齢
の
引
き
下

げ
に
伴
い
、
賦
課
期
日
（
１
月

１
日
）
時
点
で
18
歳
ま
た
は
19

歳
の
人
は
個
人
住
民
税
の
課
税

■
申
告
す
る
所
得
の
対
象
期
間

　

令
和
４
年
１
月
１
日
～

　

令
和
４
年
12
月
31
日

■
申
告
が
必
要
な
人

　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、

別
府
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

収
入
が
な
か
っ
た
人
（
学
生
、

休
職
中
、預
貯
金
で
生
活
な
ど
）

②�

非
課
税
収
入
（
雇
用
保
険
、

児
童
扶
養
手
当
、
労
災
保
険
、

老
齢
福
祉
年
金
）
の
み
だ
っ

た
人

③�

初
め
て
非
課
税
収
入
（
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
）
を
申
告

す
る
人

※�

①
～
③
に
該
当
し
て
も
市
内

に
住
所
を
有
す
る
親
族
の
扶

養
控
除
の
対
象
で
あ
れ
ば
申

告
不
要
。

④�

給
与
、
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
や
そ
の
他
20
万
円
以
下
の

所
得
が
あ
る
人

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
が
400
万

円
以
下
で
公
的
年
金
等
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場

合
、
所
得
税
の
申
告
は
不
要

で
す
が
、
各
種
控
除
を
追
加

申
告
す
る
場
合
は
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

⑤�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者

で
、
こ
れ
以
外
に
所
得
が

あ
っ
た
人

⑥�

勤
め
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
や
、
年
金
支
払
者
か
ら
公

的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
市

に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

⑦�
確
定
申
告
を
す
る
人
を
除
き
、

営
業
、農
業
、不
動
産
、配
当
、

公
的
年
金
以
外
の
雑
、
一
時

な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

※�

合
計
所
得
１
千
万
円
超
で
確
定

申
告
を
し
な
い
人
は
同
一
生
計

配
偶
者
が
給
与
支
払
報
告
書
等

に
記
載
さ
れ
ず
未
申
告
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
要
な
場

合
は
市
県
民
税
の
追
加
申
告
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※上記の確定申告受付期間は旧Ａ様式の
確定申告書を受け付ける期間です。

　令和４年分の申告からＡ・Ｂ様式の
区分がなくなりますが、これまで同
様にＡ様式に準じた「給与・年金・
雑所得の申告」を市役所で受け付け
ます。給与・年金・雑所得以外の所
得がある人や住宅ローン控除初年度
の人は税務署で申告してください。

　

申
告
は
市
県
民
税
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

公
営
住
宅
の
家
賃
、
認
可
保
育
園
の
保
育
料
な
ど
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
ほ
か
、
所
得
証
明
書
な

ど
を
発
行
す
る
際
の
資
料
と
な
る
大
切
な
手
続
で
す
。
必
要
書
類
を
ご
準
備
い
た
だ
き
、
期
間
内
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

  

問　

市
民
税
課　

普
通
徴
収
係　
☎

（21）
１
１
１
９

■
申
告
の
受
付
日
時
・
場
所

市
役
所　
　
　
　
　

９
時
～
16
時

出
張
申
告　
　
　
　

９
時
～
15
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※�

期
間
中
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
窓
口

が
混
み
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

期　間

２月１日（水）～３月 15 日（水）

２月７日（火）、８日（水）

２月９日（木）、10 日（金）

２月 14 日（火）

２月 15 日（水）

場　所

レセプションホール（１階）
※ GF 市民税課では受付しません。

朝日大平山地区公民館

北部コミュニティーセンターあすなろ館

南部地区公民館

サザンクロス

市
役
所

出
張
申
告

※市役所本庁のみ申告会場の待ち状況を市ホームページで確認できます。

市役所の申告
会場混雑状況
はこちら▼

判
定
に
お
い
て
未
成
年
者
に
あ

た
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

※�

そ
の
他
の
変
更
点
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

■
事
業
主
の
皆
様
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は
、

１
月
31
日
㈫
ま
で（
締
切
厳
守
）

　

令
和
４
年
中
に
給
与
、
賃
金
、

賞
与
な
ど
を
支
払
っ
た
人
（
パ
ー

ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
で
、
令

和
５
年
１
月
１
日
現
在
別
府
市
に

住
所
を
有
し
て
い
る
人
に
つ
い
て

は
給
与
支
払
報
告
書
を
１
部
作
成

し
、
市
民
税
課
34
番
窓
口
の
特
別

徴
収
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
与
支
払
報
告
書
等
に
は
法

人
番
号
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す
。
記
載
漏
れ

の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
提
出
時
必
要
な
総
括
表
な
ど

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　

市
民
税
課
特
別
徴
収
係

　
　

☎
（21）
１
１
１
９
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掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。



 
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
期
限
は

 
１
月
31
日
㈫
で
す
。

償却資産
とは
　

工
場
や
商
店
を
営
ん
で
い
た
り
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
経

営
な
ど
の
事
業
を
し
て
い
る
会
社
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に

使
っ
て
い
る
土
地
・
家
屋
以
外
の
資
産
の
こ
と
で
す
。

課税対象
　

原
則
と
し
て
耐
用
年
数
が
１
年
以
上
で
、
取
得
価
額
が
10
万

円
以
上
の
資
産
が
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
個
別
に
償
却
し
て
い
る
も
の
や
少
額
資
産
の
特
例
適
用
を
受

け
た
資
産
は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
）

構
築
物

広
告
塔
・
門
・
駐
車
場
や
緑
化
施
設
な
ど
の

外
構
工
事
・
屋
外
給
排
水
な
ど

機
械
・
装
置

電
気
機
械
・
印
刷
機
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
設
備
・

発
電
シ
ス
テ
ム
な
ど

船
舶

は
し
け
・
漁
船
・
遊
漁
船
な
ど

車
両
・

運
搬
具

大
型
特
殊
自
動
車

※ 

自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る

も
の
は
除
く

工
具
・
器
具
・

備
品

医
療
器
具
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
事
務
機
器
・

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
テ
レ
ビ
・

カ
ラ
オ
ケ
機
器
な
ど

申告方法及び期限
　

資
産
の
所
有
者
は
、
資
産
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

申
告
受
付
時
に
番
号
確
認
の
た
め
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
（
記
載
事
項
が
住
民
票
と
一
致
し
て
い

る
場
合
に
限
り
有
効
）
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
㈫

　

�

初
め
て
事
業
用
の
資
産
を
所
有
す
る
人
、
ま
た
過
去
に
申
告
漏
れ
の

あ
っ
た
事
業
者
は
、申
告
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

申
告
・
問　

資
産
税
課
家
屋
償
却
係　

☎
（21）
１
１
２
０

【単位：円】

　市ではひとり親家庭の父または母の就労支援のた
めに、次の給付金を支給しています。
　給付を希望する人は必ず事前（受講申込前・修業前）
に相談してください。

自立支援教育訓練給付金
　就職やキャリアアップのために、指定された教育訓練講
座を受講した場合に支給。詳しくはお問い合わせを。
※受講開始の１か月前までに申請してください。

高等職業訓練促進給付金
　就職に有利な資格や技能習得のため、１年以上養成機関
で修業する場合に高等職業訓練促進給付金を支給し、修了
後に高等職業訓練修了支援給付金を支給。
支給月額　※ 4 年を限度とする。

対象　次の全てに該当する人
・市内に住所があり、現に居住している
・児童扶養手当を受給、または同等の所得水準にある
・ 養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格

の取得が見込まれる
・仕事または育児と修業の両立が困難である
対�象資格　看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学

療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、
製菓衛生師、調理師
申請時期　修業開始後で申請月から支給対象
※養成機関での修業開始前に事前相談が必要。
※ 最終年の支給月額は増額となります。令和４年度に限り

６か月以上の訓練を必要とする民間資格なども対象にな
る場合があります。

内　訳 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高 等 職 業 訓 練
促 進 給 付 金 100,000円 70,500円

高 等 職 業 訓 練
修了支援給付金 50,000円 25,000円

修�学資金【随時受付】
　児童を修学させるための授業料や書籍代、交通費などに必
要な経費の貸付。

就�学支度資金【要事前相談】　
　児童を就学させるための入学金、被服などの購入に必要な
経費の貸付。入学の前日までに上記へ申請が必要です。
対象　母子・父子家庭の児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童
申請　合格・入学が決定後上記へ申請
※ 日本学生支援機構・大分県からの奨学金の貸与がある人、

またはその他の公的資金の貸付を受けている人は原則とし
て貸付の対象になりません。

区　　　　　分 就学支度
資　　金

修学資金（月額）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年

小学校 64,300
中学校 81,000

高等学校、
専修学校
（高等課程）

国公立 自　宅 150,000 27,000
自宅外 160,000 34,500

私　立 自　宅 410,000 45,000
自宅外 420,000 52,500

高等専門
学校

国公立 自　宅 410,000 31,500 67,500
自宅外 420,000 33,750 76,500

私　立 自　宅 580,000 48,000 98,500
自宅外 590,000 52,500 115,000

短期大学
国公立 自　宅 410,000 67,500

自宅外 420,000 96,500

私　立 自　宅 580,000 93,500
自宅外 590,000 131,000

専修学校
（専門課程）

国公立 自　宅 410,000 67,500
自宅外 420,000 78,000

私　立 自　宅 580,000 89,000
自宅外 590,000 126,500

大学
国公立 自　宅 410,000 71,000

自宅外 420,000 108,500

私　立 自　宅 580,000 108,500
自宅外 590,000 146,000

※その他大学院や専修学校（一般課程）についてはお問い合わせください。

　ひとり親家庭の皆さんへ　　申 問　子育て支援課母子父子自立支援担当　☎２１－１７０１
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※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

・�

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任

等
）
で
の
申
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
婚
約
済
み

で
当
選
後
、
指
定
の
入
居
日

か
ら
３
か
月
以
内
に
入
籍
予

定
の
場
合
は
申
込
み
が
で
き

ま
す
。

・�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

・�

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

・�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

・�

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
期

間
を
５
年
と
し
、
以
降
毎
年

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
↓
市
営

住
宅
↓
別
府
市
営
住
宅

各�
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
。

⑦
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）�

⑧
精
神
障
が
い
者
（
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
～
３
級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

■
申
込
方
法

必
要
書
類
を
添
え
、
期
限
内

に
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
世

帯
の
人
数
が
６
人
以
上
で
あ

る
こ
と
。

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
。

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と
。

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※�
条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

◆
一
般
公
営
住
宅
（
18
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て�

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）。

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）。

※�

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

申
込
期
間　

　
１
月
４
日
㈬
～
13
日
㈮

抽
選
日　
１
月
21
日
㈯

申
問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

住 宅 名 募 集
戸 数 棟 階 数 入 居

基 準

鶴 見
１ Ｈ ５

単 身 者
家 族

１ Ｉ ４
青 山 1 Ｃ ２
竹 の 内 1 Ｇ １
宮 園 1 Ｂ ４
古 賀 口 1 Ｃ ３

扇 山
1 Ｂ １
1 Ｃ ３

北 中
1 Ａ ４

家 族

1 Ｂ ３
平 田 1 ー ４
緑 ヶ 丘 1 Ｂ ３
石 田 1 Ａ ４
荘 園 1 Ａ ２
小 倉 1 Ａ １
野 口 原 1 Ａ １
西 別 府 1 Ｃ ４
西 別 府

（ 多 家 族 ） 1 Ｂ ６

◆申し込みには「マイナンバー」が必要です
　市営住宅の申込みには、来た人の本人確認と、
申し込みする人（入居者全員分）のマイナンバー
の提示が必要となります。マイナンバーカード
または通知カードと本人確認書類を忘れずにお
持ちください。

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品

等
価
格
高
騰
緊
急
支
援

給
付
金
の
申
請
期
限
は

１
月　

日
㈫
で
す
！

　

国
の
経
済
対
策
と
し
て
、
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格

高
騰
の
影
響
を
踏
ま
え
、
次
の

対
象
世
帯
に
１
世
帯
あ
た
り

５
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

【
対
象
世
帯
】

◎
住
民
税
非
課
税
世
帯　

基
準

日
（
令
和
４
年
９
月
30
日
）

に
別
府
市
の
住
民
登
録
が
あ

り
、
令
和
４
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯

・
確
認
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す

の
で
、
１
月
31
日
㈫
ま
で
に

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
認
書
が
届
い
て
い
な
い
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
家
計
急
変
世
帯　

予
期
せ
ず

令
和
４
年
１
月
～
12
月
の
家
計

が
急
変
し
、
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
相
当
と
な
っ
た
世
帯

・
給
付
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、
１
月
31
日
㈫
ま

で
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
▼

申
問　
別
府
市
専
用
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー　
☎
０
１
２
０（
６
０
０
）６
９
６
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国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料

納
付
証
明
書
の
送
付

　

令
和
４
年
中
に
納
め
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
納

付
証
明
書
を
１
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　

納
付
証
明
書
は
、
令
和
４
年

分
確
定
申
告
と
、
令
和
５
年
度

市
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
（
納
め
た
全
額
が
対
象
）
を

受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。
こ

の
納
付
証
明
書
は
、
普
通
徴
収

で
納
め
た
分
の
み
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
引
落
し
）
で
納
め
た
分
の

納
付
証
明
書
は
、
年
金
支
払
者

か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分
は
、

年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収
票

が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
納
付
証

明
書
が
必
要
な
人
は
、
各
担
当

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

国
民
健
康
保
険
税
・

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　

保
険
年
金
課　

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

　
　

介
護
保
険
料

　
　

介
護
保
険
課

　
　

☎
（21）
１
４
６
３

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

　
「
日
中
、
仕
事
な
ど
で
納
付

や
手
続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で

お
困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
電
話
で
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

１
月
12
日
㈭
、
25
日
㈬

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

湯
都
ピ
ア
浜
脇
の
休
館

　

浴
場
内
改
修
工
事
の
た
め
、

次
の
日
程
で
休
館
し
ま
す
。

日
程　

１
月
５
日
㈭
～

　
　
　

２
月
28
日
㈫

問　

湯
都
ピ
ア
浜
脇

　
　

☎
（25）
８
１
１
８

　
　

温
泉
課

　
　

☎
（21）
１
１
２
９

普
通
救
命
講
習

日
時　

１
月
15
日
㈰

　
　
　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階

　
　
　

第
１
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内�

容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

※�

市
民
及
び
市
内
に
通
勤
通
学

の
人
を
対
象
と
し
ま
す
。

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４

宝
く
じ
の
助
成
金

で
整
備
し
ま
し
た

　
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

で
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広

報
事
業
と
し
て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

火
災
発
生
時
に
迅
速
な
消
火

活
動
を
行
う
た
め
、
水
が
な
い

場
所
で
も
水
槽
を
使
用
し
た
放

水
訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
角
型
水
槽（
2.5
ト
ン
）

を
整
備
し
ま
し
た
。

問　

消
防
本
部
庶
務
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
３

　

地
域
防
火
を
担
う
女
性
防
火

ク
ラ
ブ
の
人
材
育
成
及
び
救
命

普
及
を
図
る
た
め
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
ト

レ
ー
ナ
ー
と
法は
っ
ぴ被
を
整
備
し
ま

し
た
。

問　

消
防
本
部
予
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
５

　

地
域
の
防
災
力
向
上
を
図
る

た
め
、
緑
丘
地
区
防
災
士
会
に

発
電
機
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
、

テ
ン
ト
、
蓄
電
池
、
メ
ガ
ホ
ン
、

リ
ヤ
カ
ー
、
コ
ー
ド
リ
ー
ル
、

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
、
ト
ラ
ン
シ
ー

バ
ー
、
防
災
倉
庫
を
整
備
し
ま

し
た
。

問　

防
災
危
機
管
理
課

　
　

☎
（21）
２
２
５
５

交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

Ｓス

ゴ

カ

Ｕ
Ｇ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
配
付

　

別
府
市
で
は
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
を
支

援
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
を
活
用
し
、｢

交

通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド｣

を
配
付
し

ま
す
。

対�

象
者　

令
和
４
年
10
月
１
日

時
点
で
別
府
市
に
住
民
登
録

の
あ
る
70
歳
以
上
の
人
。
令

和
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
28
年
４

月
１
日
以
前
生
ま
れ
）も
含
む
。

配�

付
金
額　

７
千
円
（
チ
ャ
ー

ジ
金
額
６
千
500
円
＋
預
か
り

金
500
円
）

配�

付
方
法　

対
象
者
個
別
に

　
ゆ
う
パ
ッ
ク
ま
た
は
簡
易
書
留

　

で
郵
送

配�

付
期
間　

１
月
中
旬
か
ら
２

月
中
旬

問　

専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
　

�

☎
（76）
５
３
６
６

　
　

�（
土
日
祝
日
を
除
く
９
時

～
16
時
）

市
道
不
具
合
箇
所
通
報
ア
プ
リ

フ
ィ
ッ
ク
ス
マ
イ
ス
ト
リ
ー
ト

　

下
記
コ
ー
ド

か
ら
イ
ン
ス
ト

ー
ル
で
き
ま
す
。

　

別
府
市
公
式

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら

も
利
用
で
き
ま
す
。

問　
都
市
整
備
課　

☎
（21）
１
４
６
５
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日 常生活　ホームヘルパーの派遣、施設の利用、短期入所
の利用、訪問入浴サービスの利用、手話通訳者等の派
遣、緊急通報システムの設置、補装具の交付・貸与・修理、
日常生活用具の給付、所得税・住民税の控除、ＮＨＫ放
送受信料の減免など

医 療　重度心身障害者医療費の助成、自立支援医療（更生
医療、育成医療、精神通院医療）の支給

住宅　住宅改造の助成（予算の範囲内）
交 通　自動車運転免許取得の助成（予算の範囲内）、自動

車改造費の助成（予算の範囲内）、自動車税・取得税の
減免、運賃などの割引（バス・タクシー・リフト付タク
シー・飛行機・ＪＲ・船舶・有料道路）

※ 障がいの程度や種類などにより、利用できない制度があ
ります。また、利用者負担や所得制限がある場合があり
ますので、詳しくはお問い合わせください。

※障がいの内容や状態が変わったときは、各種手続が必要
になる場合があります。

身体障害者相談員 電話番号

肢体

庄　まゆみ 朝見 25-9577
熊本　千惠子 扇山 21-4847

福島　文男 亀川浜田町 66-6610
木部　毅 大畑 25-7924

後藤　克彦 亀川四の湯町 67-0237
奈良　芳和 幸町 26-2041

末宗　美紀江 天満町 080-3182-3017
河野　龍児 上人ヶ浜町 67-1010

視覚

西田　良一 朝見 25-7395
稙田　春子 立田町 25-0964

高橋　勇 鶴見 23-2107
湯沢　純一 上人仲町 67-6704

聴覚 西村　務 鶴見 FAX 22-7484
内部 阿部　留理子 山の手町 22-1568

知的障害者相談員 電話番号
阿部　由美 石垣西 26-0114
内田　清恵 末広町 26-3883
木戸　律子 上野口町 25-1974

大久保　多津子 野口中町 21-1729

障がい者の福祉サービス

届出・相談・ 問 　障害福祉課 　☎ ２１－１４１３
　　　　　　　　　　　　　 FAX ２２－１７８０障害福祉課からのお知らせ

　障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし、積極的に社会参加できるよう次のような福祉サー
ビスなどがあります。

地域の相談員へご相談ください

　別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例（ともに生きる条例）では、障がいのある人へ
の虐待・差別を禁止しています。虐待・差別で悩んでいたり、周囲に虐待・差別を受けていると思われる人が
いる場合は、上記へご相談ください。

障害者自立支援協議会当事者部会会員募集※見学可、報酬無

障がいのある人が生活するうえで抱える問題や不安、悩みを互いに
理解、解決し、当事者の立場からまちづくりについて話し合います。
応�募条件　①障がいのある人（障がいの種別は問いません）
　　　　　②会議に出席できる人（毎月第３木曜日 13 時 30 分）

別
府
市
心
身
障
害
者

福
祉
手
当
の
支
給

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
有
効
で
あ
る
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て
い

る
人
に
、
年
１
回
、
３
月
末
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

対�

象　

毎
年
度
３
月
１
日
に
別

府
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
１

年
以
上
記
録
さ
れ
て
お
り
、

有
効
で
あ
る
手
帳
を
所
持
す

る
障
が
い
の
あ
る
人

初
め
て
の
人

【
要
申
請
・
随
時
受
付
】

必�

要
書
類　

①
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
、
②
預
金

通
帳
（
本
人
名
義
の
も
の
）、

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
ま
た
は
、
通
知
カ
ー
ド
及
び

写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
）

※�

市
の
税
額
調
査
に
同
意
が
な

い
場
合
、
支
給
年
度
の
税
証

明
の
提
出
が
必
要
。

支
給
で
き
な
い
人

・�

特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
障

害
児
福
祉
手
当
な
ど
国
の
手

当
を
受
給
し
て
い
る
。

・�

障
が
い
の
あ
る
ご
本
人
が
市

民
税
所
得
割
課
税
者
で
あ
る

場
合
、
ま
た
未
申
告
等
に
よ

り
課
税
状
況
が
確
認
で
き
な

い
場
合
、
そ
の
年
度
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
（
児
童
は
除

く
）
。

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給

対�

象　

在
宅
で
心
身
に
著
し
く

重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
人

（
所
得
制
限
あ
り
）

特
別
障
害
者
手
当（
20
歳
以
上
）

　

手
当
月
額
…
２
万
7
千
300
円

障
害
児
福
祉
手
当（
20
歳
未
満
）

　

手
当
月
額
…
１
万
４
千
850
円

※�

年
４
回
（
２
・
５
・
８
・11
月
）、

３
か
月
分
を
ま
と
め
て
支
給
。

必
ず
届
出
が
必
要
な
場
合

・�

受
給
者
が
死
亡
ま
た
は
市
外

へ
転
出
し
た
と
き
、
病
院
な

ど
（
診
療
所
及
び
介
護
老
人

保
健
施
設
を
含
む
）
に
３
か

月
以
上
続
け
て
入
院
し
た
と

き
。

・�

福
祉
施
設
（
介
護
老
人
福
祉

施
設
や
障
が
い
者
の
施
設
な

ど
）
に
入
所
し
た
と
き
。

※�

こ
の
ほ
か
に
毎
年
、
現
況
と

所
得
の
状
況
に
つ
い
て
の
届

出
が
必
要
。



　小学校・中学校 新入学のご案内
【入学対象】
■新小学１年生
　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
■新中学１年生
　平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれ
　※いずれも別府市に住民登録をしている子ども
【受付場所】入学通知書で指定した学校
　※ 対象者宛てに入学通知書を１月中に郵送します。

通知書が届かない場合は下記へお問い合わせく
ださい。

【受付日】入学式の日
　※ 入学式までに住所などに異動があった場合は、

市民課で住民異動届の写しを受け取り、入学通
知書と一緒に下記までお持ちください。

問 　学校教育課（市役所５階）
　　☎２１－１５７４

別府
市立

別府市給食費負担軽減補助金
　10 月から給食費負担軽減補助金を交付しています。
対象　令和 4 年 4 月 1 日時点で満 5 歳～満 14 歳の児童等の
　　　給食費を負担している保護者
※ 別府市立学校や市内所在の私立校などでは、学校が申請

します。学校が申請を行わない場合は個別の申請が必要
ですので下記へお問い合わせを。

申 問 　市立校…教育政策課（学校給食係）☎２１－１５７３
　　　 私立校…教育政策課（財務係）　　  ☎２１－１５７２
　　　 保育所など…子育て支援課　　　  ☎２１－１４２７

　別府市では子育て世帯の経済的負担の軽減を
図るため別府市に在住の小・中学生の通院に係
る医療費（保険診療分）を助成しています。
　助成を受けるためには申請が必要です。
　令和５年度に小学１年生になるお子様宛てに
１月上旬までに申請書などをお送りします。

※ 対象児童の健康保険証の写しを貼付し、返信
用封筒で申請書を返送してください。

問 　子育て支援課　 ☎２１－１４２７

区分 助成内容

課 税 世 帯
小・中学生

入院：無料
通院：１医療機関ごと
　　　１回 500 円まで

（負担上限：月４回まで、５回目
以降は無料、月最大 2,000 円）

※市町村民税非課税世帯の小・中学生は
　通院、入院とも無料

東
山
幼
稚
園
・
小
学
校
・

中
学
校
で
の
教
育

　

東
山
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中

学
校
で
は
通
学
区
域
外
か
ら
で

も
通
園
・
通
学
が
で
き
る
「
小

規
模
特
認
校
制
度
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

国
立
公
園
内
に
位
置
す
る
美

し
い
環
境
の
中
で
、
幼
稚
園
か

ら
中
学
校
ま
で
12
年
間
の
一
貫

教
育
を
実
施
し
て
お
り
、
少
人

数
な
ら
で
は
の
一
人
一
人
を
大

切
に
し
た
活
動
や
学
習
を
通
し

て
、
異
学
年
交
流
に
よ
る
思
い

や
り
の
心
を
は
ぐ
く
み
、
の
び

の
び
と
し
た
教
育
を
実
践
し
て

い
ま
す
。

募
集
期
限　

１
月
27
日
㈮
ま
で

※�

募
集
案
内
は
、公
立
幼
稚
園
、

公
立
小
・
中
学
校
、
地
区
公

民
館
、
左
記
に
置
い
て
い
ま

す
。

申
問　

学
校
教
育
課

　
　
　

☎
（21）
１
５
７
４

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
相
談（
要
予
約
）

日
時　

１
月
27
日
㈮

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　
光
の
園
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　
　
　

パ
ー
ネ
ム
内
（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や
人

権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に
相
談

で
き
ま
す
。（
１
人
30
分
程
度
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭

　
　
　
総
合
支
援
拠
点（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

祝
日
の
ご
み
収
集

　

１
月
９
日
㈪
㈷
は
対
象
地
区

の
「
も
や
す
ご
み
」・「
古
紙
、

古
布
」
の
収
集
を
行
い
ま
す
。

８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ
た

場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。
収

集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

記
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必

ず
ご
確
認
の
う
え
、
お
出
し
く

だ
さ
い
。

※�

「
も
や
さ
な
い
ご
み
」・「
缶
、

び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
の

収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏

事
務
組
合

　

令
和
４
年
度
上
半
期
の
財
政

状
況
及
び
令
和
３
年
度
決
算
状

況
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し

て
い
ま
す
。

※
こ
ち
ら
か
ら

　
ご
覧
く
だ
さ
い
▼

問　
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村
圏

　
　

事
務
組
合��

☎
（21）
１
１
２
６

市報べっぷ11 2023.1

　   幼稚園の入園手続はお済みですか
【入園対象】

平成 29 年４月２日～平成 30 年４月１日生まれで、別府市
に住民登録している幼児
※ 東山幼稚園は平成 29 年４月２日～令和２年４月１日生ま

れで、別府市に住民登録している幼児
申 　各校区の小学校に併設された幼稚園
問 　子育て支援課　☎２１－１４２７

別府
市立

新小学１年生にかかる
子ども医療費助成制度



工事・コンサルタント 物品など 施設管理業務など

（１）建設業者
（２）建設コンサルタント等業者

物品の買入れ、製造請負（工
事請負以外）、リース・レン
タル、その他サービスなど
※ 令和４年度に申請してい

ない業者

設備運転、ビル清掃、警備、
貯水槽清掃、消防設備保
守、害虫などの駆除、空気
環境測定、一般廃棄物処理
など

【（１）建設業者】
　令和５年５月下旬～令和６年３月 31 日（約１年間）
※令和４年度に登録済みの建設業者は、資格有効期間が令和

６年３月 31 日までのため、業種の追加等がなければ申請
をする必要はありませんが、市内に本店がある建設業者は、
市税納税（完税）証明書等を提出する必要がありますのでご
注意ください。

【（２）建設コンサルタント等業者】
　令和５年５月下旬～令和７年３月 31 日（約２年間）

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日（１年間）
※ 令和４年度に登録済の業者は、資格有効期限が令和

６年３月 31 日までのため、今回の申請は不要です。

【共通】
①大分県が今年度に行う競争入札参加資格申請を行っている 

こと、または大分県の令和５年度の競争入札参加資格を有
していること。

②市税を完納していること（別府市内に本店がある事業者のみ）。
③その他指定する資格要件を満たしていること。
【（１）建設業者】

①建設業法の規定により令和５年２月１日現在において、国
土交通大臣または各都道府県知事の許可を受けている者

②令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までの間を審
査基準日とする総合評定値通知を国土交通大臣または各都
道府県知事から受けている者

【（２）建設コンサルタント等業者】
①令和５年２月１日現在において、営業を開始している者

①法令上、許可などを必要とする業種の場合は、
　それらの許可などを得た者であること。
②店舗または事業所を有し、令和５年１月１日現在、　
　同一業種で引き続き２年以上健全な経営を継続して
　いること。
③市税及び消費税を完納していること。
④その他指定する資格要件を満たしていること。

競争入札参加資格審査申請書など
契約検査課建設管理係　☎２１－１２６４

競争入札（見積）参加資格
申請書など
契約検査課用度係
☎２１－１２６５

競争入札参加資格審査申
請書、経営事項審査表、
技術者名簿など
総務課管財係
☎２１－１１１８

※郵送で提出する場合は、84 円切手を貼付した返信用封筒（長３）を同封してください。
　（注）工事・コンサルタントは受付票の返信を希望する場合のみ

諸用紙は各担当課窓口のほかに市ホームページでダウンロードもできます。
トップページ→「産業」→「入札・契約」→「競争入札参加資格（業者登録）」→ 各項目

業
種

資
格
有
効
期
間

申
請
条
件

提
出
書
類
・
提
出
先

令和５年度�別府市入札参加資格申請の受付
　令和５年度に別府市が発注する工事・物品購入・施設管理などの入札参加業者の資格審査申請の受付を行います。

提出期間　２月１日（水）～ 28 日（火）※ 郵送は２月 28 日（火）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※いずれの申請も、提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は市役所の宿直へ。
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その他の入札参加資格申請の受付
　「上下水道局が発注する下記の物品購入・業務委託」、「広域圏事務組合」には別府市とは別途に申請が必要です。

提出期間　２月１日（水）～ 28 日（火）※ 郵送は２月 28 日（火）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合、上下水道局は上下水道局の宿直へ、広域圏事務組合は市役所の宿直へ。

上下水道局 別杵速見地域広域市町村圏事務組合業務委託 物品など

業
種

・水道料金等徴収業務
   （水道メーター検針、料金収納など）

・漏水調査業務
・上下水道施設維持管理業務
・その他上下水道事業に関連する
　業務 （水道配水池清掃業務・下
　水道管清掃業務など）

　上下水道局が発注する
　下記の物品購入など
分類　上下水道用材
内�容　水道メーター、弁栓

類、漏水防止機器、ろ過材料、
上下水道用機械器具、上下
水道用薬品、その他

物品、施設管理、建設工事、コンサルタント

【申請条件】
別府市の入札参加申請条件に準じる

資
格
有
効
期
間

令和５年４月１日～令和７年３月 31 日（２年間）

【コンサルタント】
令和５年４月１日～令和７年３月 31 日（２年間）
【コンサルタント以外】

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日（１年間）
※令和４年度に登録済みのコンサルタント以外

の業者は今回の申請は不要です。ただし、圏
域内に事業所のある建設工事の業者は市税納
税（完納）証明書等（受付期間内発行のもの
に限る）を提出する必要があります。

提
出
書
類
等

提出書類及び提出方法などの詳細は、１月４日（水）から各窓口で配布または、下記ホームページでもダウンロードできます。

　上下水道局総務課契約資産係
　（上下水道局２階）   
　☎ ２３－３１０８

  別杵速見地域広域市町村圏事務組合
 （別府市役所４階）
  ☎２１－１１２６

日 程 1 月 30 日（月）
時 間 10 時～ 19 時
料 金 1,500 円
定 員 先着 25 人

内 容

身体を４方向から撮影し、体のズレ
や筋肉の緊張、弛

し

緩などを細かく
チェック。身体のバランスが気に
なる人や積極的に運動をしている
人など一度測定をおすすめします。

注 意
事 項

事前予約が必要です。スカートな
ど膨らみのある服装は測定できま
せん。

申込先
問合先

別府市総合体育館
（べっぷアリーナ）

窓口または電話でお申し込みくだ
さい。
☎２１－２３２３休館日：水曜日

統
一
地
方
選
挙
の

投
票
日
が
決
ま
り
ま
し
た

大
分
県
知
事
・

大
分
県
議
会
議
員
選
挙

投
票
日　

４
月
９
日
㈰

告
示
日　

知
事　

３
月
23
日
㈭

　
　
　
　

県
議　

３
月
31
日
㈮

　

こ
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人

は
、
平
成
17
年
４
月
10
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
で
、
令
和
４
年

12
月
30
日
ま
で
に
別
府
市
に
転

入
の
届
出
を
し
て
、
引
き
続
き

３
か
月
以
上
別
府
市
に
住
所
を

有
し
て
い
る
人
で
す
。

※�

令
和
４
年
12
月
９
日
以
降
、
市

外
に
転
出
し
た
人
で
、
引
き

続
き
大
分
県
内
に
住
所
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、

別
府
市
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

※�

投
票
ま
で
に
県
外
に
転
出
す

る
と
、
別
府
市
で
は
投
票
で

き
ま
せ
ん
。

別
府
市
長
・

別
府
市
議
会
議
員
選
挙

投
票
日　

４
月
23
日
㈰

告
示
日　

市
長
・
市
議
と
も

　
　
　
　

４
月
16
日
㈰

　

こ
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人

は
、
平
成
17
年
４
月
24
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
で
、
令
和
５
年

１
月
15
日
ま
で
に
別
府
市
に
転

入
の
届
出
を
し
て
、
引
き
続
き

３
か
月
以
上
別
府
市
に
住
所
を

有
し
て
い
る
人
で
す
。

※�

投
票
ま
で
に
市
外
に
転
出
す
る
と
、

別
府
市
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

問　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　

☎
（21）
１
５
６
４
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マイナンバーカード申請、マイナポイント申込み、
健康保険証利用申込み、公金受取口座登録のサポート
市役所１階に申請サポート窓口を常設しています。
平日　　　９時～ 17 時
夜間窓口　19 時まで…１月６日（金）、11 日（水）、16 日（月）、
　　　　　　　　  　　18 日（水）、24 日（火）、26 日（木）
休日窓口　９時～ 12 時まで…１月 14 日（土）、21 日（土）

【出張窓口（１月）】
出張所・公民館　11 日（水）   南部出張所
９時～ 16 時　      18 日（水）   北部コミュニティーセンターあすなろ館
　　　　　　　    25 日（水）   朝日大平山地区公民館（朝日出張所）
商業施設　　　　８日（日）、９日（月・祝）   トキハインダストリー鶴見園店
10 時～ 18 時         14 日（土）、15 日（日）   サンストア
　　　　　　　    21 日（土）、22 日（日）   ゆめタウン別府２階
　　　　　　　    28 日（土）、29 日（日）   マックスバリュ別府店

総務省委託事業により、下記の市内携帯ショップでも申請サ
ポートを実施しています。詳細は各店舗へご確認ください。
ドコモショップ別府店、au ショップ（別府中央・別府石垣）、
ソフトバンク（別府青山・みなと・ゆめタウン別府）

【手続に必要な持ち物】
 �◎マイナンバーカードの申請
   ・ＱＲコード付き交付申請書または通知カード
   ・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

◎マイナポイントの申込み
①マイナンバーカード
②カード取得時に設定した４桁のパスワード
③ キャッシュレス決済（電子マネーや〇〇Pay、クレジットなど）

で使用するカードや、アプリが入ったスマートフォン
④ （公金受取口座の登録をする場合）ご本人名義の通帳など、口座情報が

わかるもの （金融機関名、支店名、口座種類、口座番号が必要です）
※健康保険証の利用申込みをする際は、健康保険証は不要です。

問 　申請サポート　  情報政策課（１階申請支援コーナー）☎ 75-8521（平日９時～ 17 時）
　　マイナンバー制度全般　マイナンバー総合フリーダイヤル  ☎ 0120-95-0178（平日 9 時 30 分～ 20 時、土日祝 9 時 30 分～ 17 時 30 分）

マイナンバーカード未取得の人に、11 月から 12 月初旬にか
けて「QR コード付き交付申請書」が再送付されています。
※  75 歳以上の人（令和４年３月に送付済み）や、令和４年１月１日

以降に出生または国外から転入した人などには送付されません。

◀
最
新
情
報

��写真撮影無料！ ��ポイントの申込期限は
令和５年２月末まで

令
和
５
年
版

市
民
手
帳
を
販
売

　

今
年
が
最
後

の
発
行
と
な
る

令
和
５
年
版
市

民
手
帳
を
販
売
中
で
す
。

　

県
内
の
行
事
予
定
や
行
政
機

関
名
簿
、
特
集
記
事
も
掲
載
さ

れ
て
お
り
便
利
で
楽
し
い
手
帳

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
集
記
事
は
「
大
分
の
歴
史

振
り
返
り
」
で
、
毎
月
の
と
び

ら
写
真
に
県
内
の
懐
か
し
い
写

真
が
満
載
で
す
。

　

是
非
、
皆
さ
ん
の
日
々
の
生

活
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

販
売
場
所　

統
計
分
室

　
　
　
　
　
（
市
役
所
５
階
）

販
売
価
格　

700
円
（
税
込
）

サ
イ
ズ　

15�

㎝
×
９�

㎝

表
紙
色　

濃
紺
色

問　

政
策
企
画
課
統
計
分
室

　
　

☎
（21）
１
２
５
４

亀
の
井
バ
ス
年
末

年
始
の
路
線
バ
ス
運
行

①�

12
月
29
日
㈭
、
30
日
㈮
は

　

通
常
土
日
祝
日
ダ
イ
ヤ

②�

12
月
31
日
㈯
～
１
月
３
日
㈫

は
特
別
ダ
イ
ヤ

※�

詳
細
は
亀
の
井
バ
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
左
記
へ
。

問　

亀
の
井
バ
ス
別
府
営
業
所

　
　

☎
（23）
０
１
４
１

債
務
者
相
談
会

　

弁
護
士
に
よ
る
１
人
30
分
程
度

の
相
談
で
す
。（
要
申
込
み
）

日
時　

１
月
12
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

申
込
方
法　

電
話
で
左
記
へ
。

定
員　

６
人（
先
着
順
）

申
問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

消
費
生
活
相
談

　
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
９
時
～
16
時
30
分（
祝
日
除
く
）

場
所
・
問　

別
府
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー　

☎
（21）
１
８
８
１

農
地
農
業
相
談

日
時　

１
月
19
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
要
予
約
。
１
月
11
日
㈬
ま
で

に
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

所得税確定申告などでお困りのときは
“ふたば”にご相談ください
　所得税確定申告などに関する疑問は、
国税庁ホームページ税務相談チャット
ボットの「税務職員ふたば」
にご相談ください。
※詳細はこちら▶

国税に関する相談は
「０・１・２」番へ！
　国税に関する電話での質問や相談の
利用の際の手順は次のとおりです。
①所轄の税務署に電話します。
② 音声案内に従い「０・１・２」を選

択します。
問　別府税務署　☎２３－２１１１
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　文化・芸術情報発信拠点「T
トランジット

RANSIT」
　別府市の文化・芸術情報や、観光客や移住希望者に向けた
情報を発信する拠点がレンガホールにオープンします。
　オープンを記念してセレモニーを開催します。
日時　１月 21 日（土）　10 時 50 分～　オープニングセレモニー

　11 時～　　　　内覧会
場所　TRANSIT（レンガホール１F）　末広町１番３号
問 　文化国際課　☎２１－１１３１

VOL  5ひと・まち協議会ひと・まち協議会ひと・まち協議会

問 　自治連携課　☎２１－１１２５

　「鶴見・南立石・東山ひと・まち協議会」は、地域の特
性をいかした取組を展開しています。自然豊かな東山地
区で実施された農業体験では、鶴見、南立石、東山各小
学校の一年生が芋掘りや椎茸狩りを通じて農業への関心
を持つとともに、地元の方や他校児童との交流を深めて
います。収穫した芋や椎茸は、給食の食材として使われ、
児童や地域の方が味わいました。
　また、身近な環境づくりにも力を入れています。憩い
の場である公園の遊具を塗り直すなどの整備や、薬局や
事業所と協力して地域内にベンチを設置し、誰もが気軽
に利用できる休憩所づくりを進めています。
　これからも地域のふれあいを大切にした、個性豊かな
地域づくりを目指して活動していきます。

鶴見・南立石・東山ひとまもり・まちまもり協議会

女性をめぐる人権
～男女共同参画社会の実現のために～

　男女平等の理念は日本国憲法に明記されています。
また、男女雇用機会均等法など、男女平等を目的とす
る法律の整備が進められています。
　しかし、「男は仕事、女は家事」のような性別役割の
押し付けや、女性を軽視する風潮、雇用や昇進に係る
不平等な取扱いがあることから、男女平等の理念は実
現に至っていないと言わざるを得ません。
　また、配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ＝ドメ
スティックバイオレンス）、性犯罪、ストーカー、職場
や学校などの組織におけるセクシュアルハラスメント
などについては、女性が被害者となる場合が大半であ
るため、特に「女性に対する人権侵害行為」といえます。
　仕事に就く女性に対しては、マタニティハラスメン
ト（妊娠や出産を理由にした、解雇・雇い止めなどの
不利益な扱いや、職場における精神的・身体的嫌がら
せなど）や、ここ数年のコロナ禍に関連した非正規職
員への解雇などの不利益な扱いが、特に女性に強く現
れるといった問題が生じています。
　性別に関わりなく、社会参加や自己実現の機会が保
障され、存分に能力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するために行うべきことはいくつもあります。
　例えば、性別役割を押し付けないことは、女性に限
らず全ての人が役割から解放されることであり、また、
誰にとっても生きやすい社会をつくる手助けとなり得
ます。
　どのような性であっても、社会参加や自己実現の機
会が保障される社会を共に築いていきましょう。
１月の無料人権相談�
お気軽にご相談ください。
日時　11 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
場所　市役所４階　４Ｆ－１会議室（予約優先）
問 　共生社会実現・部落差別解消推進課　
　　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

１
月
27
日
㈮

　
　
　

14
時
～
16
時

場�

所　

中
部
地
区
公
民
館

　
　
　
（
南
須
賀
）

テ
ー
マ　

女
性
と
人
権

演
題　

Ｄ
Ｖ
の
基
礎
知
識

「
４
人
に
１
人
の
背
景
に

～
身
近
な
支
配
Ｄ
Ｖ
と
は
～
」

講
師　

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
予
防
教
育

　
　
　
実
施
者　

青
木
理
美
さ
ん

問　

�

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
各
種
講
座

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　

１
月
10
日
㈫

　
　
　

10
時
～
12
時

内
容　
布
ぞ
う
り
づ
く
り
（
第
１
回
）

※�

２
回
連
続
で
の
実
施
で
す
。

第
２
回
は
２
月
14
日
㈫
に
開

催
し
ま
す
。

※�

裁
縫
セ
ッ
ト
と
は
さ
み
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

そ
の
他
必
要
な
も
の
は
、
下

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

講
師　

も
の
づ
く
り
同
好
会

費
用　

400
円
（
２
回
分
）

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　

１
月
25
日
㈬

　
　
　

10
時
～
12
時

テ
ー
マ　

子
ど
も
の
人
権
問
題

演
題　

子
ど
も
の
人
権

～
児
童
養
護
施
設
か
ら
み
え
る

も
の
～

講
師　

光
の
園
統
括
施
設
長

　
　
　

松
永
忠
さ
ん

※
各
講
座
に
参
加
希
望
の
人
は
、

事
前
に
左
記
へ
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
問　

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課　

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

　
　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
（23）
６
１
６
３

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　

月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時

　
　
　

受
付
15
時
30
分
ま
で

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申
問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３
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